
新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免　簡易フローチャート

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

はい

いいえ

世帯の主たる生計維持者の収入減少の原因

が、会社都合（倒産、解雇、雇い止めな

ど）による退職である

はい

いいえはい

三宅村の国民健康保険に加入している

世帯に主たる生計維持者が、新型コロナウイルス感染症によ

り死亡または重篤な傷病（１カ月以上の治療を要した）を

負った

世帯の主たる生計維持者がの事業収入、不動産

収入、山林収入または給与収入のいずれかが前

年と比べて１０分の３以上減少する見込みであ

る

世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

が、1,000万円以下である

世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれ

る収入にかかる所得以外の前年の所得の合

計額が400万円以下である

はい

はい

はい

減免の対象外です

減免の対象外です

※非自発的失業者の保険税軽

減制度の対象となります

減免の対象外です

申請により国民健康保険税の全額または一

部が減免となります。

申請に必要な書類等の詳細については、ホーム

ページをご覧いただくか、村民課保険係にお問い

合わせください。

申請により国民健康保険税

の全額が減免となります。

申請に必要な書類等の詳細について

は、ホームページをご覧いただくか、

村民課保険係にお問い合わせくださ

い。

【問合せ・申請先】

三宅村役場村民課保険係　TEL:5-0904


